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第1章  第 1 回効果検証分科会の振り返り  

 
第１回効果検証分科会(平成 24 年 7 月 22 日)において示した「効果検証の進め方」、

「効果検証の手順」及び「効果検証分科会への付託事項」を以下に示す。 

 

(1)  効果検証の進め方 

 

 

(2)  効果検証の手順 
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(3)  効果検証分科会への付託事項 
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第2章  平成 25 年度以降の効果検証の進め方  

 

「宮崎海岸の侵食対策」は、第 10 回宮崎海岸侵食対策検討委員会（平成 23 年 12

月 13 日）において承認され、「宮崎海岸トライアングル」、「宮崎海岸ステップアッ

プサイクル」を継続しながら、各種調査により、侵食対策の効果を確認しつつ、修正・

改善を加えながら、段階的に整備を進めていくこととしている。この考え方を踏まえ

た平成 25 年度以降の効果検証の進め方を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事業主体は、対策工事の効果・影響を把握する目的で、次年度に調査（毎年継続し

て実施する定型（ルーチン）調査）を実施する。なお、対策工事に反映するため

に必要な景観等の調査や、対策の修正・改善を検討するために必要な調査は、適

宜、定型外調査として実施する。 

② 事業主体は、調査結果を整理・分析する。 

③ 効果検証分科会は、前年度調査の整理・分析結果をもとに、前々年度に実施された

対策工事に対する評価(案)を作成する。 

④ 事業主体は、評価(案)を市民談義所に報告する。市民は、その評価(案)について談

義する。 

⑤ 効果検証分科会は、評価(案)を委員会に報告する。 

⑥ 事業主体は、市民の意見を委員会に伝える。委員会は、効果検証分科会の報告及び

市民の意見を確認して、最終的な評価を行う。 

⑦ 事業主体は、委員会の評価結果、市民の意見等を踏まえて、今後の対策工事、調査、

整理・分析に反映させる。 

ａ,ｂ Ｘ－１年度の対策工事は、Ｘ＋１年度に評価することとしているが、Ｘ年度調

査等で効果・影響が明らかに認められる事項については、Ｘ年度の効果検証分科会

に報告する。 
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※１：効果検証に関する市民談義所のみ記載している。 

・平成 25 年度の効果検証分科会は、委員会からの付託を受けて「宮崎海岸の侵食対策」の

効果検証の手法を検討するため、その内容は高度に専門的となる。 

・平成 25 年度の効果検証分科会において整理分析の対象となる平成 23 年度の対策工事は

「養浜」である。「養浜」は、これまでにも実施してきた対策であり、現状で特段問題

とはなっていないことをこれまでの市民談義所でも共有している。 

・以上より、平成 25 年度においては、効果検証分科会の評価（案）を委員会に報告し、委

員会で最終的な評価を行う。その評価結果を市民談義所に報告するという流れとする予

定である。 

※２：委員会は今後の調査計画についても検討する。また、効果検証分科会より事業

継続保留の評価（案）の報告がなされた場合には、対策の修正・改善等につい

て議論し、必要に応じて技術分科会に、対策の修正・改善等の検討を付託する。 

 

対策工事

調査

整理・分析

効果検証分科会

市民談義所

委員会

Ｘ-２年度 Ｘ－１年度 Ｘ年度 Ｘ＋１年度
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